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市たばこ税

　 市たばこ 税は、 製造たばこ の製造者、 特定販売業者又は卸売販売業者（ 以下「 卸売販売業者等」 と い

いま す。 ） が市内の小売販売業者に売り 渡す製造たばこ の本数に応じ て課さ れる 税です。

　 たばこ の小売価格には、 たばこ 税が含ま れていま すので、 実際に税金を 負担する のは、 たばこ を 購入

し た消費者です。

■税　 率

　 1,000本につき 6,552円

■申告と納付の方法

　 卸売販売業者等が毎月の売渡分を翌月末日ま でに申告し 納付し ま す。

●申告書の提出先

　 かわさ き 市税事務所法人課税課諸税係

市たばこ税は、 川崎市内でたばこが買われた場合に、 川崎市の収入になります。

■加熱式たばこの課税方式の見直しについて

●平成3 0 年1 0 月１ 日から、 加熱式たばこの課税方式が見直されました

　 平成30年度税制改正によ り 、 平成30年10月1日以降、 加熱式たばこ は「 重量」と「 価格」によ り 課税さ れる

●インターネッ ト を利用した電子申告など

　 申告書などの提出に際し て、 イ ンタ ーネッ ト を利用し た地方税ポータ ルシス テム「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ （ エルタ

ッ ク ス ） 」 をご利用になる と 、 提出先へ持参又は郵送する など の負担が軽減さ れま す。

　 詳し く は、 48ページの「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ のご案内」 をご覧く ださ い。

方式と なり 、 平成30年から 令和４ 年ま での５ 年間をかけて新方式へ段階的に移行さ れま し た。

たばこ１ 箱（ 20本入り 580円の場合）の内訳

 ＊　 令和６ 年４ 月１ 日時点

市たばこ 税

県たばこ 税

（ 国の）たばこ 税

たばこ 特別税

消費税・ 地方消費税

原材料費等

……………131.04円

………………21.40円

…………136.04円

……………16.40円

……52.73円

………………222.39円

ｅ Ｌ

ｅ Ｌ
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入湯税

　 入湯税は、 鉱泉浴場（ 温泉利用施設） の入湯客に対し て課さ れる 目的税で、 環境衛生施設、 鉱泉源の保

護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する 費用に充てるこ

と と さ れていま す。

■入湯税を納める人

　 鉱泉浴場に入湯する 入湯客

■税　 率

　 入湯客１ 人１ 日につき 150円

　 ただし 、 次の場合には入湯税が免除さ れま す。

１ . 満12歳未満の方

２ . 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する 場合

３ . 利用料金1,400円（ 消費税及び地方消費税に相当する 額を除く 。）以下で入湯する 場合

　 　利用料金と は、 入場料、 休憩料、 入湯料等の名称にかかわら ず、 当該施設の利用に関し て支払われる

べき 料金をいいま す。

４ . その他市長が認める も の

■申告と納入の方法

　 鉱泉浴場の経営者（ 特別徴収義務者） が、 鉱泉浴場に入湯する 入湯客から 入浴料金と 併せて入湯税を徴

収し 、 毎月の徴収分を翌月末日ま でに申告し 納入し ま す。

●申告書の提出先

　 かわさ き 市税事務所法人課税課諸税係

●インターネッ ト を利用した電子申告など

　 申告書などの提出に際し て、 イ ンタ ーネッ ト を利用し た地方税ポータ ルシス テム「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ （ エルタ

ッ ク ス ） 」 をご利用になる と 、 提出先へ持参又は郵送する など の負担が軽減さ れま す。

　 詳し く は、 48ページの「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ のご案内」 をご覧く ださ い。ｅ Ｌ

ｅ Ｌ
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種　 類 内　 　 　 　 容 申告・ 納付の期限

申 告 納 付

納税義務者であ る 事業者が税額を 算出し て申

告し 、 その申告し た税額を 納める こ と にな り

ま す（ 免税点以下と なる 場合は、 納付の必要

はあり ま せん。）。

新設廃止申告

貸 付 申 告

事業所税は、 「 資産割」 と 「 従業者割」 に分類さ れま す。

　 事業所税額　 ＝　 資産割額（ 課税標準×税率）　 ＋　 従業者割額（ 課税標準×税率）

区　 分 資　 産　 割 従　 業　 者　 割

課 税 標 準
課税標準の算定期間中に事業所等の従業者

に支払われた従業者給与総額

市内の事業所床面積（ 非課税床面積を

除く 。） の合計が1,000㎡以下

市内の従業者数（ 非課税適用者を 除く 。） の

合計が100人以下

税 率 事業所床面積 1 ㎡につき 600円 従業者給与総額の100分の0.25

事業所税

　 事業所税は、 市内の事業所等で法人や個人が行う 事業に対し て課さ れる 目的税で、 都市環境の整備及

び改善に要する 費用に充てる こ と と さ れていま す。

■納税義務者

　 事業所等で事業を行う 法人又は個人

■税　 率

■申告と納付の方法

●申告書の提出先

　 かわさ き 市税事務所法人課税課諸税係

●インターネッ ト を利用した電子申告など

　 申告書や各種申請・ 届出の提出に際し て、 イ ンタ ーネッ ト を利用し た地方税ポータ ルシス テム「 ｅ Ｌ Ｔ

Ａ Ｘ（ エルタ ッ ク ス ）」をご利用になる と 、 提出先へ持参又は郵送する などの負担が軽減さ れま す。

　 詳し く は、 次ページの「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ のご案内」をご覧く ださ い。

法人の場合は、 事業年度終了の日の翌

日から ２ か月以内、 個人の場合は翌年

３ 月15日ま で

新設又は廃止の日の翌日から 30日以内
事業所等を 新設又は廃止し た場合は、 新設廃

止申告書の提出が必要です。

新たに事業所用家屋の貸付けを 行っ た場合又

は申告し た内容に変更があ っ た場合は、 事業

所用家屋の貸付申告書の提出が必要です。

貸付けを 行っ た日又は変更があ っ た

日の翌月末日ま で

＊1　「 課税標準の算定期間」 と は、 法人の場合は事業年度、 個人の場合は１ 月１ 日から 12月31日ま での

期間をいいま す。

＊2　 免税点の判定は、 課税標準の算定期間の末日の現況によ り 、 資産割と 従業者割と でそれぞれ別個

に行い、 いずれかが免税点を超える 場合は、 その超えた一方のみ課税さ れま す。 なお、 免税点以

下と なる 場合でも 、 前課税標準の算定期間について納付すべき 税額があった場合又は事業所床面

積の合計が800㎡を 超える 場合若し く は従業者数の合計が80人を 超える 場合には申告の必要があ

り ま す。

免 税 点 ＊2

課税標準の算定期間＊1の末日現在にお

ける 事業所床面積


